
第六世代税理士用電子証明書について 
 

東京会会員全員に対して、11 月 4 日（火）から順次、第六世代税理士用電子証明書の取
得に必要な税理士認証カードが発送されます。 

 
第五世代までと第六世代の主な違い 

 
 第五世代まで 第六世代 
IC カード発行対象者 電子証明書発行希望者 全会員 
IC カード送達方法 本人限定受取郵便 一般書留郵便 
電子証明書所在 IC カード内臓 クラウドサーバー 
IC カード 2 枚発行 可能 不可 

(マイナンバーカード併用) 
IC カード二次利用 制約あり 制約なし 
IC カード有効期間 5 年 10 年（電子証明書は 5 年） 
署名の時のインターネット 不要 必要 

 
 

支部長会・理事会・各単位会からの主な質問 
 
Ｑ１．税理士認証カードは 2 枚発行されないのはなぜか？ 
Ｑ２．二次利用について日税連では、どのようなことを検討しているか？ 
Ｑ３．全会員に送られて来るとのことだが、これまで電子証明書未取得者（特に所属税理 

士）に送られると何のことだかわからない可能性があるので、周知して欲しい。 
Ｑ４．クラウドの認証サーバーのダウン等、システム障害は大丈夫か？ 
Ｑ５．電子証明書のトラブルで期限内申告が出来ない場合、期限延長の対象となるか？  
Ｑ６．税理士認証カードは 10 年間有効ときいたが電子証明書も 10 年間有効か？ 
Ｑ７．電子証明書の発行手続きはスマホでもできるか？ 
Ｑ８．税理士認証カードの機能をスマホに取込みできるか？ 
Ｑ９．電子証明書申込後、認証局の審査完了はどのように申請者に届くのか？ 
Ｑ10．第六世代が使えるようになったら、第五世代のカードは破棄してもよいか？ 
Ｑ11．電子証明書・税理士認証カードの再発行が必要な場合はどのような時か？ 
Q12．IC カードリーダーライターの買換えは必要か？ 
Q13．Windows11 が対応 OS となっているが、Windows10 でも使用可能か？ 
Ｑ14．退会者・処分者から税理士認証カードを回収する必要はあるか？ 
  












